
聖

籠

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

平

成

二

十

三

年

三

月

十

一

日

 

聖

籠

町

長

 
 

渡

邊

 

廣

吉

 

聖

籠

町

規

則

第

六

号

 

聖

籠

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

聖

籠

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

二

年

聖

籠

町

規

則

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

十

条

第

一

項

中

「

医

療

保

険

証

、

」

を

「

医

療

保

険

証

及

び

」

に

改

め

、

「

及

び

県

単

医

療

費

助

成

金

請

求

内

訳

書

（

別

記

様

式

第

八

号

。

以

下

「

請

求

内

訳

書

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

提

出

」

を

「

提

示

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

き

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

提

出

」

を

「

提

示

」

に

改

め

る

。

 

別

記

様

式

第

二

号

（

そ

の

１

）

を

次

の

よ

う

に

改

め

、

別

記

様

式

第

二

号

と

す

る

。

 

 

別

記

様

式

第

二

号

（

第

三

条

関

係

）

 

 
 

 

 
 （ 表 ）  



 

別

記

様

式

第

二

号
（

そ

の

２

）
及

び

別

記

様

式

第

二

号
（

そ

の

３

）

を

削

る

。

 

 

別

記

様

式

第

六

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

別

記

様

式

第

六

号

（

第

八

条

関

係

）

 

 

（ 表 ）  （ 裏 ）  



 

 

別

記

様

式

第

六

号

の

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
 

別

記

様

式

第

六

号

の

二

（

第

八

条

関

係

）

 

 
 

 

（ 裏 ）  （ 表 ）  



 
 

 

 

別

記

様

式

第

六

号

の

三

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
 

別

記

様

式

第

六

号

の

三

（

第

八

条

関

係

）

 

 

（ 表 ）  （ 裏 ）  



 
 

 

別

記

様

式

第

八

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

別

記

様

式

第

八

号

 

削

除

 

 

附 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１ 

こ

の

規

則

は

、

平

成

二

十

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
 

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

現

に

交

付

さ

れ

た

改

正

前

の

様

式

は

、

当

分

の

間

、

こ

れ

を

使

用

で

き

る

も

の

と

す

る

。

 

（ 裏 ）  


